
阿賀野市条例第８号 

   阿賀野市介護保険条例の一部を改正する条例 

 阿賀野市介護保険条例（平成１６年阿賀野市条例第１３５号）の一部を次のように改

正する。 

 第３条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度ま

で」に改め、同項第１号中「３８，９００円」を「３７，８００円」に改め、同項第２

号中「５８，３００円」を「５６，９００円」に改め、同項第３号中「５８，３００円」

を「５７，３００円」に改め、同項第４号中「７０，０００円」を「７４，７００円」

に改め、同項第５号中「７７，８００円」を「８３，１００円」に改め、同項第６号中

「９３，４００円」を「９９，７００円」に改め、同項第７号中「１０１，１００円」

を「１０８，０００円」に改め、同項第８号中「１０８，９００円」を「１１６，３０

０円」に改め、同項第９号中「１１６，７００円」を「１２４，６００円」に改め、同

項第１１号中「１３２，３００円」を「１９９，４００円」に改め、同号を同項第１５

号とし、同項第１０号中「１２４，５００円」を「１９１，１００円」に改め、同号ア

中「２６０万円以上３２０万円未満」を「６２０万円以上７２０万円未満」に改め、同

号を同項第１４号とし、同項第９号の次に次の４号を加える。 

(１０) 令第３９条第１項第１０号に掲げる者 １３２，９００円 

(１１) 令第３９条第１項第１１号に掲げる者 １４１，２００円 

(１２) 令第３９条第１項第１２号に掲げる者 １５７，８００円 

(１３) 令第３９条第１項第１３号に掲げる者 １７４，５００円 

第３条第２項から同条第５項までの規定中「令和３年度から令和５年度まで」を「令

和６年度から令和８年度まで」に改め、同条第８項中「第６項」を「第１０項」に、「令

和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「２３，４０

０円」を「２３，７００円」に、「５４，５００円」を「５６，９００円」に改め、同

項を同条第１２項とし、同条第７項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年

度から令和８年度まで」に、「２３，４００円」を「２３，７００円」に、「３８，９０

０円」を「４０，３００円」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第６項中「令和３

年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「２３，４００円」

を「２３，７００円」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第５項の次に次の４項を

加える。 

６ 令和６年度から令和８年度までの令第３９条第１項第１０号イの市が定める額は、

３２０万円とする。 

７ 令和６年度から令和８年度までの令第３９条第１項第１１号イの市が定める額は、

４２０万円とする。 



８ 令和６年度から令和８年度までの令第３９条第１項第１２号イの市が定める額は、

５２０万円とする。 

９ 令和６年度から令和８年度までの令第３９条第１項第１３号イの市が定める額は、

６２０万円とする。 

第５条第３項中「第９号ロ」の次に「、第１０号ロ、第１１号ロ、第１２号ロ、第１

３号ロ」を加え、「第３条第１０号イ」を「第３条第１４号イ」に、「第９号又は第３条

第１０号」を「第１３号又は第３条第１４号」に改める。 

第９条第１項中「、納期限後２０日以内に」を削る。 

   附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第３条第１項から第１２項までの規定は、令和６年度分の保険料から適用

し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお、従前の例による。 


